
 

 

〇区域指定平面図（摂津市西一津屋 700番１、700 番 71、700 番 74及び 700 番１地先水路の各一部並びに 

一津屋二丁目 452 番１の各一部 
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別紙③ 

※  の土地は別紙⑰で指定する   及び   の土地の汚染状態を含む。 



 

 

 

  

 

図 北門周辺 

□：形質変更範囲  ―：30m格子   ―：10m格子   ≪：単位区画の統合 

■：汚染状態に関する基準に適合しない土地とみなされる範囲（ふっ素（溶出量）） 

：汚染状態に関する基準に適合しない土地とみなされる範囲（ふっ素（含有量）） 
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図 物流倉庫北側・東側 

□：形質変更範囲  ―：30m格子   ―：10m格子   ≪：単位区画の統合 

■：汚染状態に関する基準に適合しない土地とみなされる範囲（ふっ素（溶出量）） 

：汚染状態に関する基準に適合しない土地とみなされる範囲（鉛（溶出量）） 
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図 ダイキン池（表層） 

□：形質変更範囲  ―：30m格子   ―：10m格子   ≪：単位区画の統合 

□：汚染状態に関する基準に適合しない土地とみなされる範囲（項目は図中に記載） 

※Hg：水銀（溶出量）、Pb：鉛（溶出量）、As：砒素（溶出量）、F：ふっ素（溶出量）、 

F- C：ふっ素（含有量）を示す。 

 

 

  

Q7-1：F 

Q7-4：F 

Q7-7：Pb、F 

Q8-1：F 

Q8-4：Hg、Pb、F 

Q8-7：Pb、F 

Q9-1：F、F-C 

M7-2：Pb、As、F 

M7-3：F 

N7-1：F 

N7-2：F 

N7-3：F 

O7-1：F 

O7-2：F 

P7-1：F 

P7-3：F、F-C 

Q9-4：F 

Q9-7：F 

Q10-1：Pb、F 
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図 ダイキン池（池底面） 

□：形質変更範囲  ―：30m格子   ―：10m格子   ≪：単位区画の統合 

□：汚染状態に関する基準に適合しない土地とみなされる範囲（項目は図中に記載） 

※Hg：水銀（溶出量）、Pb：鉛（溶出量）、As：砒素（溶出量）、F：ふっ素（溶出量）、 

Pb- C：鉛（含有量）、F- C：ふっ素（含有量）を示す。 

  

Q7-1：Pb、As、F 

Q7-4：F 

Q7-7：F 

Q8-1：Hg、F、F-C 

Q8-4：Pb 

Q8-7：Pb、As 

Q9-1：Pb、F 

M7-2：Pb、F 

M7-3：Pb、As、F 

N7-1：Pb、As、F 

N7-2：Pb、F、Pb-C 

N7-3：Pb、F 

O7-1：Pb、F 

O7-2：Pb、F 

P7-1：F 

P7-3：Pb、F 

Q9-4：Pb、F 

Q9-7：Pb 

Q10-1：Pb 
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図 東側未利用地 

□：形質変更範囲  ―：30m格子   ―：10m格子   ≪：単位区画の統合 

■：汚染状態に関する基準に適合しない土地とみなされる範囲（ふっ素（溶出量）） 

：汚染状態に関する基準に適合しない土地とみなされる範囲（鉛（溶出量）） 
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図 4工場東側・南側 

□：形質変更範囲  ―：30m格子   ―：10m格子   ≪：単位区画の統合 

□：汚染状態に関する基準に適合しない土地とみなされる範囲（ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（溶出量）） 

■：汚染状態に関する基準に適合しない土地とみなされる範囲（ふっ素（溶出量）） 
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図 4工場・5工場南側 

□：形質変更範囲  ―：30m格子   ―：10m格子   ≪：単位区画の統合 

■：汚染状態に関する基準に適合しない土地とみなされる範囲（ふっ素（溶出量）） 

：汚染状態に関する基準に適合しない土地とみなされる範囲（鉛（溶出量）） 

：汚染状態に関する基準に適合しない土地とみなされる範囲（水銀（溶出量）） 

■：第二溶出量基準に適合しない土地とみなされる範囲（水銀（溶出量）） 
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図 物流倉庫南側 

―：30m格子   ―：10m格子  

■：汚染状態に関する基準に適合しない土地とみなされる範囲 

（ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（溶出量）、水銀（第二溶出量）、鉛（溶出量・含有量）、砒素（溶出量）、ふっ素（溶出量・含有量）） 

 

※別紙⑩の指定区域（■範囲）は、別紙④～⑨の指定区域における遮水壁設置工事にて発生する汚染土壌を仮置きするため、指定の申請を行ったものである。 

よって、別紙⑩の指定区域（■範囲）については、全単位区画をﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（溶出量）、水銀（第二溶出量）、鉛（溶出量・含有量）、砒素（溶出量）、ふっ素 

（溶出量・含有量）について指定する。 
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図 旧グラウンド 

 

□：形質変更範囲  ―：30m格子   ―：10m格子   ≪：単位区画の統合 

■：汚染状態に関する基準に適合しない土地とみなされる範囲 

（ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（溶出量）、六価クロム（溶出量）、水銀（第二溶出量）、鉛（溶出量 

・含有量）、砒素（溶出量）、ふっ素（溶出量・含有量）） 

 

 

  

※令和５年８月 28 日 指－110 号 

別紙⑪の指定区域（■■範囲）は、別紙④～⑨の指定区域における遮水壁設置工事にて 

発生する汚染土壌を仮置きするため、指定の申請を行ったものである。 

よって、別紙⑪の指定区域（■■範囲）は、全単位区画をﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（溶出量）、水銀（第二溶出量）、 

鉛（溶出量・含有量）、砒素（溶出量）、ふっ素（溶出量・含有量）について指定する。 
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※令和６年８月５日 指－128 号 

別紙⑪の指定区域（■■範囲）に、別紙⑫の指定区域における工事で発生する汚染土壌を仮置きするた

め、指定の申請を行ったものである。 

よって、別紙⑪の指定区域（■■範囲）は、全単位区画をﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（溶出量）、六価クロム（溶出量）

水銀（第二溶出量）、鉛（溶出量・含有量）、砒素（溶出量）、ふっ素（溶出量・含有量）について指定

する。 

 

※令和６年９月 26 日  

 別紙⑪の指定区域（■範囲）で、指定基準に適合しない管理有害物質の種類のうち、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ並びに

水銀及びその化合物を対象に土壌汚染状況調査の追完を行い、汚染状態が同基準に適合することを確

認したため、同 2 物質について指定を解除する。 

 

※令和６年 10 月 15 日 指‐135 号 

別紙⑪の指定区域（■範囲）に、別紙⑫の指定区域（シアンの基準不適合区画を除く）における工事で

発生する汚染土壌及び別紙⑯の指定区域（第 1 種特定有害物質の基準不適合区画を除く）における工

事で発生する汚染土壌を仮置きし、当該仮置く汚染土壌を元の指定区域へ埋戻すため、指定の申請を

行ったものである。 

よって、別紙⑪の指定区域（■範囲）は、全単位区画をカドミウム（溶出量・含有量）、六価クロム（溶

出量）、鉛（溶出量・含有量）、砒素（溶出量）、ふっ素（溶出量・含有量）について指定する。 

 

■：汚染状態に関する基準に適合しない土地とみなされる範囲 

（カドミウム(溶出量・含有量)、六価クロム（溶出量）、鉛（溶出量・含有量）、砒素（溶出量）、ふっ素 

（溶出量・含有量）） 



 

 

 

 

別紙⑫ 

図 特機事業部 

 

 

※令和６年 10 月 15 日 指‐135 号 

別紙⑫の指定区域のほか、別紙⑯の指定区域における工事で発生する汚染土壌を別紙⑪
の指定区域（■範囲）に仮置きし、当該仮置く汚染土壌を元の指定区域に埋戻すため、
指定の申請を行ったものである。 

よって、別紙⑫の指定区域のうち、■範囲の単位区画をカドミウム（溶出量・含有量）、
六価クロム（溶出量））、鉛（溶出量・含有量）、砒素（溶出量）、ふっ素（溶出量・含有
量）について指定し、  範囲の単位区画を、シアン（溶出量）について指定する。 

 



 

※令和６年６月６日 指－125 号 

別紙⑬の指定区域は、形質変更範囲について法第３条第８項による土壌汚染状況調査 

をした結果、基準不適合となった特定有害物質の汚染状態について指定する。 

指定する特定有害物質：ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(第 2 溶出量)、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(第 2 溶出量)、 

1, 1- ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(第 2 溶出量)、1, 2- ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(第 2 溶出量)、ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(第 2 溶出量)、 

1, 1, 1- ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(第 2 溶出量)、1, 1, 2- ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(第 2 溶出量)、1, 2- ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(第 2 

溶出量)、第 2 種全項目(第 2 溶出量・含有量)、第 3 種全項目(第 2 溶出量)  

 

※令和６年９月 19 日 指－132 号 

別紙⑬の指定区域は、同区域で予定する工事により第１種特定有害物質の基準に適合 

しない指定区画を除く指定区画の間の汚染土壌の移動が見込まれることから、指定の 

申請を行ったものである。 

指定する特定有害物質：ｼﾏｼﾞﾝ(第 2 溶出量)、ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ(第 2 溶出量)、ﾁｳﾗﾑ(第 2 溶出量)、

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ(第 2 溶出量)   

別紙⑬ 



  

  

別紙⑭−1 



別紙⑭−2 



別紙⑭−3 



別紙⑭−4 



別紙⑭−5 



別紙⑭−6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙⑭−7 



 

 

 

別紙⑭−8 

□：形質変更範囲  ―：30m 格⼦   ―：10m 格⼦   ≪：単位区画の統合 

：汚染状態に関する基準に適合しない⼟地とみなされる範囲（ふっ素（溶出量）） 

：汚染状態に関する基準に適合しない⼟地とみなされる範囲（ふっ素（溶出量）、鉛（溶出量）） 

 

※令和６年 10 月 15 日 指‐135 号 

別紙⑭－8 の指定区域における水路工事で、指定区画と同区画に隣接する基準適合区画

を併せて形質変更することから、同基準適合区画（  の範囲）について指定の申請を

行ったものである。 

よって、別紙⑭－8 の指定区域のうち、 の範囲の単位区画を、ふっ素（溶出量）につ

いて指定する。 



別紙⑭−9 



 

※令和６年７月 22 日 指－127 号 

別紙⑮の指定区域は、形質変更範囲について法第３条第８項による土壌汚染状況調査 

をした結果、基準不適合となった特定有害物質の汚染状態について指定する。 

指定する特定有害物質：ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(第 2 溶出量)、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(第 2 溶出量)、 

1, 1- ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(第 2 溶出量)、1, 2- ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(第 2 溶出量)、ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(第 2 溶出量)、 

1, 1, 1- ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(第 2 溶出量)、1, 1, 2- ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(第 2 溶出量)、1, 2- ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(第 2 

溶出量)、鉛(溶出量)、砒素(溶出量)、ふっ素(溶出量)  

 

※令和６年９月 19 日 指－132 号 

別紙⑮の指定区域は、同区域で予定する工事により第１種特定有害物質の基準に適 

合しない指定区画を除く指定区画の間の汚染土壌の移動が見込まれることから、指 

定の申請を行ったものである。 

指定する特定有害物質：鉛(溶出量)、砒素(溶出量)、ふっ素(溶出量)  

別紙⑮ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※令和６年 10 月 15 日 指‐135 号 

 別紙⑯の指定区域のほか、別紙⑫の指定区域における工事で発生する汚染土壌を別紙⑪の
指定区域（■範囲）に仮置きし、当該仮置く汚染土壌を元の指定区域に埋戻すため、指定の
申請を行ったものである。 

よって、別紙⑯の指定区域のうち、■範囲の単位区画をカドミウム（溶出量・含有量）、六価
クロム（溶出量））、鉛（溶出量・含有量）、砒素（溶出量）、ふっ素（溶出量・含有量）につ
いて指定し、  範囲の単位区画を、トリクロロエチレン（溶出量）及び 1. 2‐ジクロロエチ
レン（溶出量）について指定し、  範囲の単位区画を、クロロエチレン（溶出量）について
指定する。 

 

別紙⑯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙⑰ 

令和７年１月 16 日 指－137 号 

 ・別紙⑰の指定区域は、別紙⑫、⑭及び⑯の指定区域における各工事にて発生する汚染土壌を、

盛土、封じ込め及び運搬するため、指定の申請を行ったものである。 

 ・よって、別紙⑰の指定区域のうち、盛土及び封じ込めを行う  及び  の区画をｶﾄﾞﾐｳﾑ（溶

出量・含有量）、六価ｸﾛﾑ化合物（溶出量）、鉛（溶出量・含有量）、砒素（溶出量）、ふっ素（溶

出量・含有量）について指定し、 の区画をｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（溶出量）、1, 2- ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（溶出量）、ﾄ

ﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（溶出量）について指定する。 

 ・また、運搬経路となる  の区画をふっ素（溶出量）について指定する。 

 ・なお、  及び  の土地の一部に、別紙③の東駐車場で指定する土地  の一部を含む。 

※１ ※２ 

※１の汚染状態の断面図 

※２の汚染状態の断面図 


